
 

滝川市 DX 推進計画策定等支援業務募集要項 

 

１　募集の目的 

自治体 DX にかかる国の動向として、令和２年１２月に「デジタル社会の実現に向けた改革の基本方針」

が閣議決定されるとともに、「自治体デジタル・トランスフォーメーション（DX）推進計画」が策定されている。

また令和４年６月には、「デジタル社会の実現に向けた重点計画」により目指すべきデジタル社会のビジョン

が示され、”行政サービスにおけるデジタル技術やデータ活用による住民の利便性向上”や、”デジタル技術

や AI 等を活用した業務効率化により人的資源を行政サービスの更なる向上につなげていく”こと、”EBPM

等により自らの行政の効率化・高度化を図る”こと等が市区町村に求められている。 

これらの趣旨を踏まえ、本市においては、令和５年度から令和７年度を実行期間とした「滝川市 DX 推進

計画（以下、「DX 推進計画」という。）」を策定し、DX の推進を図ってきた。本業務では、実行期間の最終年

度を迎えるにあたり、現計画の取組状況を総括するとともに、国や北海道の動向および最新の DX に係る

情勢等を反映した、今後５年間程度の計画を策定し、さらなるＤＸの推進を図ることを目的とし、公募型企画

提案方式により最適な支援事業者を選定するものである。 

 

２　事業概要 

　(１)　業務名 

　　　　滝川市 DX 推進計画策定等支援業務（以下、「本業務」という。） 

　(２)　期間 

　　　　契約締結日から令和８年３月３１日まで 

　(３)　業務の内容 

　　　　別添「滝川市 DX 推進計画策定等支援業務仕様書」のとおり 

　(４)　提案上限額 

　　　　9,740,000 円（消費税及び地方消費税を含む。） 

　(５)　担当部署 

　　　　〒073-8686　滝川市大町１丁目２番 15 号 

　　　　滝川市総務部総務課デジタル推進室（滝川市庁舎 7 階） 

　　　　電子メール：densan@city.takikawa.lg.jp 

 

３　参加資格 

　（１）　国、都道府県又は市区町村が発注した同種・類似業務を受注し、履行完了した実績があり、確実に履行

できるものであること。 

　（２）　本業務に係る申請の資格については、法人又はその代表者が次のアからキまでのいずれにも該当しな

いものであること。 

　　ア　地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に該当するもの 

　　イ　手形交換所による取引停止処分を受けてから２年を経過しないもの又は入札執行日前６月以内に手形

若しくは小切手を不渡りにしたもの 

　　ウ　会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）第 17 条に基づく更生手続開始の申立てが行われたもの 



　　エ　民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）第 21 条に基づく再生手続開始の申立てが行われたもの 

　　オ　暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条第２号に規

定する暴力団をいう。以下同じ。）、暴力団若しくはその構成員（暴力団の構成団体の構成員を含む。

以下同じ。）若しくは暴力団の構成員でなくなった日から５年を経過しないもの（以下「暴力団の構成員

等」という。）の統制の下にあるもの又は役員が暴力団の構成員等であるもの 

　　カ　滝川市競争入札参加資格者指名停止事務処理要領（平成 11 年滝川市告示第 43 号）第２条第１項若

しくは第３条第１項から第３項までの規定による指名競争入札に関する指名を停止されているもの 

　　キ　国税、地方税に滞納があるもの 

 

４　企画提案審査の手続き 

　（１）スケジュール 

　　　　ア　募集要項等の公表 　　令和 7 年 5 月 1 日（木） 

　　　　イ　募集要項等に関する質問 　　令和 7 年 5 月 14 日（水）12 時まで 

　　　　ウ　質問に対する回答 　 　　令和 7 年 5 月 16 日（金） 

　　　　エ　参加表明書の提出期限 　　令和 7 年 5 月 14 日（水）12 時まで 

　　　　オ　企画提案書の提出期限 

　　電子データ  　　令和 7 年 5 月 30 日（金）12 時まで 

　　　　カ　プレゼンテーション（予定） 　　令和 7 年 6 月 5 日（木） 

　　　　キ　審査結果の通知・公表（予定）　令和 7 年 6 月 6 日（金） 

 

　（２）質問・回答 

　　　　募集要項等に関する質問は、質問書（様式第 1 号）により以下のとおり提出すること。 

　　　　ア　提出期限　令和 7 年 5 月 14 日（水）12 時まで 

　　　　イ　提出方法　電子メールにより提出すること。 

　　　　ウ　回答 　回答は令和 7 年 5 月 16 日（金）公式ホームページに掲載する。 

 

　（３）参加表明書の提出 

　　　　参加を希望する事業者は、参加表明書（様式第 2 号）により以下のとおり提出すること。 

　　　　ア　提出期限　令和 7 年 5 月 14 日（水）12 時まで 

　　　　イ　提出方法　電子メールにより提出すること。 

　　　　　　　　　　　　　なお、押印のあるスキャンデータ（PDF ファイル）を提出すること。 

 

　（４）企画提案書の提出　 

　　　　参加表明書を提出した事業者は、企画提案書を作成し以下のとおり提出すること。 

　　　　ア　提出期限及び提出方法 

　　　　　1)電子データ 

・提出期限　令和 7 年 5 月 30 日（金）12 時まで 

・提出方法　ファイル授受機能により提出すること。 

　　　　　　　 なお、参加表明書に記載のメールアドレス宛に事前にファイル送信依頼のメールを送付

するので、記載された URL（送信案内ページ）にファイルのアップロードを行うこと。 



・提出形式　WORD や PPT、PDF 形式等、一般的に使用されているファイルとし、電子データ提出

とすること。 

　　　　イ　企画提案書様式 

企画提案書の様式は任意であるが、次の事項を含めて作成すること。 

・企画提案内容 

・実施スケジュール 

・業務実施体制 

 

　（５）見積書の提出 

　　　　電子データを令和 7 年 5 月 30 日（金）12 時までに企画提案書の電子データとともに提出すること。 

 

　（６）プレゼンテーション 

　　　　企画提案書について、プレゼンテーションを実施する。 

　　　　ア　場所・日程 令和 7 年 6 月 5 日（木）（予定）（オンライン形式）に行う。詳細は、プレゼンテ

ーション実施該当者に別途連絡する。 

　　　　イ　審査職員会議　 「滝川市 DX 推進計画策定等支援業務企画提案審査職員会議」を設置し、企

画提案の審査を行う。なお、審査職員会議は非公開とする。 

　　　　ウ　審査方法 

　　　　　１）説明時間 20 分、質疑応答 10 分、計 30 分とする。 

　　　　　２）プレゼンテーションへの参加は５名までとする。なお、原則として実施体制に記載されている者が説

明を行うこと。 

　　　　　３）企画提案書に基づき説明を行うこと。 

　　　　エ　審査基準 　別表「審査基準」のとおりとする。 

　　　　オ　その他　　　　　　　　提案者が５者以上となった場合には、提案書等について審査職員会議において

上位４者を選定し、プレゼンテーションの実施を行う。 

                         また、プレゼンテーション内容については、市は録画又は録音することができる　　　　　

ものとする。 

 

　（７）審査結果 

・審査職員会議の審査結果に基づき、優先交渉事業者及び次点者を決定する。 

・審査結果については参加事業者に通知するとともに、公式ホームページにおいて優先交渉事業者の掲

載を行う。 

・提案者が１者の場合においても審査基準に基づき審査職員会議において審査を行う。 

 

５　契約手続き 

・審査結果に基づく優先交渉事業者と契約に関する協議を行い契約を締結する。 

・協議の結果、契約の締結に至らなかった場合は、次点者と協議を行う。 

・契約締結にあたっては、仕様書及び企画提案書の内容を基本とするが、協議の結果、必要に応じて訂

正、追加、削除等を行うものとする。 

 



６　参加申請に係る留意事項 

(１)　提出された申請書類の内容は、明らかな誤り又は軽微な事項を除き、変更することはできない。 

(２)　申請書類に虚偽の記載があった場合は、失格とする。 

(３)　滝川市が選定に関し、追加書類の提出を求めるときは、それに応じること。 

(４)　滝川市が提供した資料等は、申請に係る検討以外の目的で使用することを禁じる。また、滝川市の

承諾を得ることなく、第三者に内容を提示することを禁じる。 

(５)　申請書類は、滝川市情報公開条例（平成９年滝川市条例第６号）に基づく情報公開請求により公開

されることがあるので、申請者は滝川市情報公開条例に基づき、滝川市を通じて、管理業務の実施

に当たり保有する文書の公開等の請求があったときは、速やかにこれに応じること。 

(６)　同一の法人が複数の申請をすることはできない。 

(７)　申請に関して必要となる費用は、申請者の負担とする。 

(８)　滝川市に提出した申請書類は返却しない。 

(９） 申請後に辞退する場合は、辞退届（任意様式）を提出すること。 

（１０）参加にあたり、提案者に生じた損害等については、滝川市は一切その責を負わないものとする。 

 

７　受託事業者に係る留意事項 

(１)　個人情報の取扱い 

　　　　ア　受託者は、個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号）を順守の上、個人情報の取扱

いを行うこと。 

　　　　イ　受託者の役員及び従業員には、業務上知り得た個人情報を第三者に漏らしたり、不当な目的に使用

しない旨の守秘義務が課せられ、これに違反したときは、懲役又は罰金の処罰が課せられる。（契約

期間が満了し、若しくは契約を取り消され、又は職務を退いた後においても同様とする。） 

　　　　ウ　滝川市を通じて、業務の実施に当たり保有する個人情報の開示又は訂正等の請求があったときは、

速やかにこれに応じること。 

(２）　業務の一括委託を禁止する。業務は、その全部を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはい

けない。ただし、その一部について、あらかじめ滝川市が認めるときは、この限りではない。


